




狩猟目的で入林される皆様へ 

○空知森林管理署 

・狩猟可能な林道ゲート番号は、全道一括説明会で承認を受けた者には周

知済みの番号です。空知署に申請に来られる方には署でお知らせします。 

・法規制区域、スキー場等については日曜日も銃猟入林禁止としています

ので、図面及び現地看板を必ず確認していただき入林してください。 

岩見沢地区：1～5､12～16､41､48､101､104～116､165､170､203～205､208 

夕張地区：1001～1004､1270､1271､1301､1402､1403､2031～2039､2473､2516 

～2536､2538～2539､2474､2476､2477～2483､2486～2489 

芦別地区：3013､3034､3091～3095､3100､3101､3109～3114､3119､3120､3122

～3125､3130､3165～3168､3171～3173､3210､3256､3257､3260､4001､4002､

4016～4023､4132～4135､4139､4366～4368､4371､4460～4462､4464､4465､

4480～4482､4487､4491､4492林班 

・林道等で×のついた箇所は決壊等で通行できませんので注意してくださ

い。 



 

平成２８年８月３１日  

 

空知森林管理署長 様 

 

夕張市長 鈴木 直道  

 

 

狩猟期間中における市道奥鹿島線通行可能期間の周知について（お願い） 

 

ご多忙のところ誠に恐縮に存じますが、狩猟に関する合同説明会等の場において、下記

について広くご周知くださいますようお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

・狩猟で国有林に入林するため、市道奥鹿島線の通行を希望する場合は、事前に夕張市建

設農林課都市計画土木係と協議してください。 

 

・道路使用協議の際は、狩猟入林承認証（氏名の記載あるもの）の写しを資料として提出

して下さい。 

 

・市道奥鹿島線の狩猟期間中の通行可能期間は、毎年１０月１日から１１月３０日までと

なります。 

 

・注意事項 

 本市道は、幅員が狭いため、通行の際には、すれ違う車両にご注意ください。 

 橋上の待避所は、車両がすれ違うための空間で、駐車場所ではありません。 

 橋上での駐・停車は、通行の妨げとなるので出来ません。 

 大型車両の転回場所は、ありません。 

 また、本市道を工事車両も通行しますので、ご注意ください。 

 

 

（夕張市建設農林課都市計画土木係） 

（電話 ０１２３-５２-３１５９） 


